
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

自
衛
隊
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号)

第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
並

び
に
第
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
度
第
四
次
自
衛
官
募
集
の
募
集
期
間
、
試
験
期
日
、

試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

採
用
す
る
自
衛
官

一�

男
性

二
等
陸
士
・
二
等
海
士
・
二
等
空
士

二�

女
性

二
等
陸
士
・
二
等
海
士
・
二
等
空
士

二

募
集
期
間

一�

男
性

平
成
十
五
年
九
月
十
八
日

(

木)

ま
で

二�

女
性

平
成
十
五
年
九
月
十
日

(

水)

ま
で

三

試
験
期
日

一�

男
性

平
成
十
五
年
九
月
二
十
二
日

(

月)

・
二
十
五
日

(

木)

・
二
十
六
日

(

金)

・
二
十
七

日

(

土)

二�

女
性

平
成
十
五
年
九
月
二
十
七
日

(

土)

四

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

一�

男
性

ア

筆
記
試
験
松
江
会
場

(

九
月
二
十
二
日)

松
江
市
東
津
田
町
一
七
四
一
の
一

島
根
県
松
江
合
同
庁
舎

(

電
話
〇
八
五
二

(

三
二)

五
六
〇
〇)

イ

筆
記
試
験
出
雲
会
場

(

九
月
二
十
二
日)

出
雲
市
大
津
町
一
一
三
九

島
根
県
出
雲
合
同
庁
舎

(

電
話
〇
八
五
三

(

二
三)

一
五
一
五)

ウ

筆
記
試
験
浜
田
会
場

(

九
月
二
十
二
日)

浜
田
市
片
庭
町
二
五
四

平成��年�月��日 第�����号( ) 島 根 県 報�

第
一
、
四
九
八
号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

(

金
曜
日)


�

�
�平

成
十
五
年
度
第
四
次
自
衛
官
募
集

(

消

防

防

災

課)

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

障
害
者
福
祉
課)

二

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

農

村

整

備

課)

二

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

(

〃

)

三

道
路
の
供
用
開
始

(

道

路

維

持

課)

三

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許

(

港

湾

空

港

課)

四

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

(

二
件)
(

都

市

計

画

課)

五

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

二
件)

(
都

市

計

画

課)

六

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等
の
一
部
改
正

(
会

計

課)

六

�
�地

積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
の
指
定

(

農

村

整

備

課)

七

�
�
�
�
�
�

Ｘ
線
非
破
壊
検
査
装
置
一
式
の
調
達
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の

(

産

業

振

興

課)
八

落
札
者
等

�
�
�
�

外
部
監
査
人
補
助
者
の
選
任

八

�
�
�
�

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る

九

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�������������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



島
根
県
浜
田
合
同
庁
舎

(

電
話
〇
八
五
五

(

二
二)

三
一
三
一)

エ

面
接
試
験
及
び
身
体
検
査
会
場

(

九
月
二
十
五
日
・
二
十
六
日
・
二
十
七
日)

出
雲
市
松
寄
下
町
一
一
四
二
の
一

陸
上
自
衛
隊
出
雲
駐
屯
地

(

電
話
〇
八
五
三

(

二
一)

一
〇
四
五)

二�

女
性

出
雲
市
松
寄
下
町
一
一
四
二
の
一

陸
上
自
衛
隊
出
雲
駐
屯
地

(

電
話
〇
八
五
三

(

二
一)

一
〇
四
五)

五

採
用
予
定
日

男
女
共
通

平
成
十
六
年
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬

六

そ
の
他

一�

応
募
資
格

ア

男
性

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
男
性

イ

女
性

日
本
国
籍
を
有
し
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
現
在
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
女
性

二�

試
験
科
目

ア

筆
記
試
験

(

国
語
・
数
学
・
社
会
・
作
文)

イ

口
述
試
験

ウ

適
性
検
査

エ

身
体
検
査

三�

こ
の
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛
隊
島
根
地
方
連
絡
部

(

松
江
市
学
園
一
の
一
の
一
四

電
話
〇
八
五
二

(

二
一)

〇
〇
一
五)

に
連
絡
す
る
こ
と
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
四
年
島
根
県
規
則
第
十
七

号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

大
田
市
富
山
町
西
部
土
地
改
良
区

一

就
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事島

林

哲
夫

大
田
市
富
山
町
山
中
二
八
七
番
地

平成��年�月��日 第�����号 ( )島 根 県 報 �

渡
邊
光
一
郎

岩
田

裕
子

藤
川

康
典

平
原

典
幸

坂
井

久
憲

福
永

真
紀

医
師
の
氏
名

耳
鼻
咽
喉
科

内
科

内
科

外
科

循
環
器
科

小
児
科

診
療
科
目

松
江
生
協
病

院 日
原
共
存
病

院 日
原
共
存
病

院 津
和
野
共
存

病
院

国
立
浜
田
病

院 松
江
市
立
病

院 名

称
従

事

す

る

医

療

機

関

松
江
市
西
津
田
八
丁
目
八
―

一
〇

鹿
足
郡
日
原
町
大
字
枕
瀬
二

一
八
―
一
八

鹿
足
郡
日
原
町
大
字
枕
瀬
二

一
八
―
一
八

鹿
足
郡
津
和
野
町
大
字
森
村

ロ
一
四
一

浜
田
市
黒
川
町
三
七
四
八

松
江
市
灘
町
一
〇
一

所

在

地

〃 〃 〃 〃 〃 平
成
十
五
年
八
月

十
一
日

指
定
年
月
日



矢
田

秀
樹

大
田
市
富
山
町
山
中
一
五
四
四
番
地

大
野

重
信

大
田
市
富
山
町
山
中
一
三
一
六
番
地
二

加
藤

保
夫

大
田
市
富
山
町
山
中
一
三
二
四
番
地
二

吉
田

邦
夫

大
田
市
富
山
町
山
中
七
九
六
番
地

渡
辺

敏
律

大
田
市
富
山
町
山
中
五
六
六
番
地

和
田

寛
章

大
田
市
富
山
町
山
中
七
三
番
地

和
田

晃

大
田
市
富
山
町
神
原
六
一
二
番
地

鳥
�
尾

博

大
田
市
富
山
町
神
原
七
五
二
番
地

大
野

信
之

大
田
市
富
山
町
神
原
六
〇
六
番
地

石
田

静
枝

大
田
市
富
山
町
神
原
四
二
四
番
地

品
川

敏
美

大
田
市
富
山
町
神
原
二
五
八
番
地

監
事大

野

進

大
田
市
富
山
町
神
原
九
三
九
番
地
二

藤
原

修

大
田
市
富
山
町
山
中
一
二
八
九
番
地

白
石

金
吉

大
田
市
富
山
町
山
中
七
二
〇
番
地
一

幸
村

孝
教

大
田
市
富
山
町
山
中
四
五
番
地

二

就
任
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
三
十
一
日

三

退
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事和

田

修
三

大
田
市
富
山
町
神
原
六
一
四
番
地
一

島
林

哲
夫

大
田
市
富
山
町
山
中
二
八
七
番
地

矢
田

秀
樹

大
田
市
富
山
町
山
中
一
五
四
四
番
地

幸
村

弥
平

大
田
市
富
山
町
山
中
一
四
四
一
番
地

藤
原

正
三

大
田
市
富
山
町
山
中
二
一
五
四
番
地
二

白
石

勝

大
田
市
富
山
町
山
中
六
六
八
番
地

岩
崎

義
徳

大
田
市
富
山
町
山
中
四
六
〇
番
地
一

和
田

寛
章

大
田
市
富
山
町
山
中
七
三
番
地

和
田

信
行

大
田
市
富
山
町
神
原
六
二
〇
番
地

鳥
�
尾

博

大
田
市
富
山
町
神
原
七
五
二
番
地

加
田

寛
義

大
田
市
富
山
町
神
原
三
〇
二
番
地

錦
織

俊
雄

大
田
市
富
山
町
神
原
二
八
九
番
地

監
事大

野

進

大
田
市
富
山
町
神
原
九
三
九
番
地
二

林

時
治
郎

大
田
市
富
山
町
山
中
一
八
二
一
番
地

白
石

金
吉

大
田
市
富
山
町
山
中
七
二
〇
番
地
一

竹
下

辰
夫

大
田
市
富
山
町
山
中
二
六
四
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

大
田
市
久
手
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事青

山

仁
司

大
田
市
久
手
町
波
根
西
三
三
七
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号( ) 島 根 県 報	



�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
て
を
免
許
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

免
許
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

二

免
許
受
入

島
根
県

代
表
者

島
根
県
知
事

澄
田
信
義

三

埋
立
区
域
及
び
埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

�

埋
立
区
域

一�

位
置

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
美
田
字
ス
ワ
ダ
一
七
一
一
番
一
二
及
び
一
七
一
一
番
一
三
の
地

先
公
有
水
面

二�

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
�
の
地
点
と
を
結
ぶ
平
成
十
四
年
の
秋
分

の
満
潮
位

(

Ｄ.

Ｌ.

＋
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
美
田
地
内
の
四
等
三
角
点

｢

大
山｣

(

北
緯
三
六
度
五
分
一

六
秒
三
九
、
東
経
一
三
三
度
二
分
二
八
秒
一
三)

か
ら
六
〇
度
五
〇
分
一
五
秒
、
八
四

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
一
二
分
一
七
秒
、
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
四
五
度
一
二
分
一
五
秒
、
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
一
二
分
四
三
秒
、
六
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
一
二
分
五
〇
秒
、
五
〇
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
六
六
度
三
五
分
一
六
秒
、
五
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
四
一
分
四
二
秒
、
八
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
八
六
度
三
五
分
三
〇
秒
、
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
〇
分
四
九
秒
、
五
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
八
分
二
九
秒
、
一
九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
〇
三
度
五
七
分
三
五
秒
、
一
九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
四
六
分
二
一
秒
、
一
九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
三
二
一
度
三
五
分
二
二
秒
、
一
九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
三
三
二
度
一
分
一
秒
、
二
五
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
三
三
八
度
二
分
一
四
秒
、
一
六
四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
三
四
二
度
四
二
分
二
五
秒
、
七
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
五
三
分
一
七
秒
、
九
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
五
度
二
一
分
三
七
秒
、
七
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
一
六
度
三
二
分
二
六
秒
、
九
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら
二
二
度
四
八
分
一
〇
秒
、
四
九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
四
分
五
二
秒
、
六
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
度
五
分
一
六
秒
、
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
四
分
四
二
秒
、
九
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三�

面
積

八
、
七
〇
一
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

�

埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

平成��年�月��日 第�����号 ( )島 根 県 報 �

県

道

道
路
の
種
類

安
来
木
次
線

路

線

名

能
義
郡
広
瀬
町
石
原
三
五
七
番
一
地
先
か
ら
同
町
一
〇

番
三
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

メ
ー
ト
ル

四
九
〇
・
〇
〇

延

長

平
成
十
五
年
八
月
二

十
三
日

供
用
開
始
年
月
日

広
瀬
土
木
事
務
所

管
轄
す
る
土
木
事
務
所

の
名
称

備

考



一�

位
置

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
美
田
字
ス
ワ
ダ
一
七
一
一
番
一
二
、
一
七
一
一
番
一
三
及
び
一

七
一
一
番
一
四
の
地
内
並
び
に
同
町
大
字
美
田
字
ス
ワ
ダ
一
七
一
一
番
一
四
に
接
す
る
町
道
並
び

に
同
町
大
字
美
田
字
ス
ワ
ダ
一
七
一
一
番
一
二
及
び
一
七
一
一
番
一
三
の
地
先
公
有
水
面

二�

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
Ｔ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

Ａ
の
地
点

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
美
田
地
内
の
四
等
三
角
点

｢

大
山｣

(

北
緯
三
六
度
五
分
一

六
秒
三
九
、
東
経
一
三
三
度
二
分
二
八
秒
一
三)

か
ら
六
一
度
六
分
五
五
秒
、
八
五
一
・

五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
三
分
五
五
秒
、
九
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
四
六
分
一
一
秒
、
七
一
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
四
六
分
二
四
秒
、
四
五
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点

Ｄ
の
地
点
か
ら
三
三
八
度
一
三
分
、
一
六
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ
の
地
点

Ｅ
の
地
点
か
ら
二
一
度
一
一
分
三
五
秒
、
五
二
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ
の
地
点

Ｆ
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
四
六
分
二
九
秒
、
八
八
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ
の
地
点

Ｇ
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
四
二
分
三
二
秒
、
五
八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｉ
の
地
点

Ｈ
の
地
点
か
ら
一
八
六
度
三
一
分
二
五
秒
、
四
〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｊ
の
地
点

Ｉ
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
二
〇
分
五
一
秒
、
六
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｋ
の
地
点

Ｊ
の
地
点
か
ら
七
三
度
五
一
分
五
〇
秒
、
一
八
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｌ
の
地
点

Ｋ
の
地
点
か
ら
一
五
九
度
九
分
、
四
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｍ
の
地
点

Ｌ
の
地
点
か
ら
一
五
七
度
三
九
分
二
秒
、
五
〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｎ
の
地
点

Ｍ
の
地
点
か
ら
一
四
八
度
八
分
四
一
秒
、
四
六
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｏ
の
地
点

Ｎ
の
地
点
か
ら
一
四
一
度
一
九
分
九
秒
、
二
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｐ
の
地
点

Ｏ
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
五
八
分
五
四
秒
、
一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｑ
の
地
点

Ｐ
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
〇
分
九
秒
、
二
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｒ
の
地
点

Ｑ
の
地
点
か
ら
二
六
度
一
九
分
二
六
秒
、
一
七
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
の
地
点

Ｒ
の
地
点
か
ら
一
〇
六
度
五
九
分
三
八
秒
、
三
三
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｔ
の
地
点

Ｓ
の
地
点
か
ら
八
五
度
一
四
分
三
八
秒
、
六
〇
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三�

面
積

三
八
、
八
三
五
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

海
岸
保
全
施
設
用
地

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

大
東
都
市
計
画
道
路

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

大
東
町
大
字
大
東
、
新
庄
、
田
中
、
金
成
、
飯
田
、
大
東
下
分
、
下
阿
用

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
大
東
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

平成��年�月��日 第�����号( ) 島 根 県 報�



大
東
都
市
計
画
公
園

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

大
東
町
大
字
大
東

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
大
東
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

施
行
者
の
名
称

出
雲
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

出
雲
都
市
計
画
公
園
事
業

二
・
二
・
五
七
号

枝
大
津
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

一�

収
用
の
部
分

島
根
県
出
雲
市
大
津
町
地
内

二�

使
用
の
部
分

な
し

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

施
行
者
の
名
称

出
雲
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

出
雲
都
市
計
画
公
園
事
業

二
・
二
・
五
九
号

美
保
北
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

一�

収
用
の
部
分

島
根
県
出
雲
市
中
野
町
地
内

二�

使
用
の
部
分

な
し

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等

(

昭
和
五
十
七
年
島
根
県
告
示
第
四
百
五
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号 ( )島 根 県 報 	



�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
求
院
地
区
に
お
い
て
樹
立

す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定

し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

従
前
の
土
地
の
表
示

平成��年�月��日 第�����号( ) 島 根 県 報	

第
三
号
の
表
中

｢

｣

を

山
陰
労
働
金
庫

益
田
支
店

浜
田
支
店

江
津
支
店

大
田
支
店

出
雲
支
店

雲
南
支
店

安
来
支
店

松
江
南
支
店

松
江
北
支
店

本
店

益
田
市
元
町

浜
田
市
殿
町

江
津
市
嘉
久
志
町

大
田
市
大
田
町

出
雲
市
今
市
町

大
原
郡
木
次
町

安
来
市
南
十
神
町

松
江
市
上
乃
木
町

松
江
市
中
原
町

松
江
市
御
手
船
場
町

｢

｣

に
改
め
る
。

中
国
労
働
金
庫

益
田
支
店

浜
田
支
店

江
津
支
店

大
田
支
店

出
雲
支
店

雲
南
支
店

安
来
支
店

松
江
南
支
店

松
江
北
支
店

松
江
支
店

益
田
市
元
町

浜
田
市
殿
町

江
津
市
嘉
久
志
町

大
田
市
大
田
町

出
雲
市
姫
原
三
丁
目

大
原
郡
木
次
町

安
来
市
南
十
神
町

松
江
市
上
乃
木
三
丁
目

松
江
市
中
原
町

松
江
市
御
手
船
場
町

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
簸
川
郡

斐
川
町

市
郡

町
村

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 求
院

大
字

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 堀
川 字

九
二
三

四
九
一

四
三
七

三
九
六

四
四
六

五
九
七

四
九
〇

四
二
〇

四
二
八

五
一
三

三
二
七
―
一

地

番

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 田 地
目

五
〇
八

八
一
四

五
〇
八

九
一
二

五
八
六

六
三
〇

四
六
一

四
九
六

一
二
二
五

九
四
三

八
四
四

地

積

(

平
方
メ
ー
ト

ル)

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

特
に
減
ず
る
地

積

(

平
方
メ
ー

ト
ル)

摘
要



二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日

�
�

�
�

�
�

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

例
を
定
め
る
政
令
(平
成

�
年
政
令
第

���号
)
第

��条
及
び
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
係

る
島
根
県
会
計
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則
(平
成
�
年
島
根
県
規
則
第
��号
)
第
�
条
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
｡

平
成
��年

	
月
��日

島
根
県
知
事

澄
田

信
義

�
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｘ
線
非
破
壊
検
査
装
置
一
式

�
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

島
根
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
課
島
根
県
松
江
市
殿
町


番
地

�
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
��年

	
月
�
日

�
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
所
在
地

東
芝
Ｉ
Ｔ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
東
京
都
府
中
市
晴
見
町
�
丁
目
�番
地
の



�
落
札
金
額

金
���������円

�
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

�
特
例
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
��年

�
月
��日

�
�

	



�
�

�
�
	


�
�
�

�

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
包
括
外
部
監
査
人
三
島
明
か
ら
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
に
係
る

協
議
が
あ
り
、
監
査
委
員
に
よ
る
協
議
が
調
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日

島
根
県
監
査
委
員

島

田

三

郎

同

中

村

芳

信

同

品

川

卯

一

同

生

田

洋

一

一

監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

福
田
龍
太

松
江
市
秋
鹿
町
三
二
九
〇
番
地

平成��年	月��日 第����号 ( )島 根 県 報 �

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 堀
川

五
五
三

四
〇
五

四
〇
六
―
一

五
二
三

三
六
一

五
四
一

三
五
八
―
二

三
二
五
―
一

五
五
五

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

四
一
六

七
一
一

六
一
二

七
六
六

六
六
二

九
九
一

六
八
三

六
〇
九

五
八
八

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五



二

監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
�

�
�

�
�

�

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
｡

平
成
��年

�
月
��日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

森
�

�
璋

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
��

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
(平
成
��年
島
根
県
公
安
委
員
会

規
則
第
�
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
古
物
営
業
法
の
項
中

別
表
古
物
営
業
法
施
行
規
則
の
項
中

平成��年�月��日 第�	�
�号( ) 島 根 県 報


｢

｣
を

第
�
条

古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
の
許
可

｢

｣

に
､

第
�
条
第

項

第
�
条

許
可
申
請
書
の
受
理

古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
の
許
可

｢

｣
を

第
�
条

許
可
証
の
返
納
の
受
理

｢

｣

に
､

第
�
条
の
�
第
�
項

第
�
条
の
�
第

項

第
�
条

変
更
事
項
の
補
正

古
物
商
の
氏
名
等
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
｡

許
可
証
の
返
納
の
受
理

｢

｣
を

第
��条

競
り
売
り
の
届
出
の
受
理

｢

｣

に
､

第
��条
の
�
第
�
項

第
��条
の
�
第

項

第
��条
第
�
項

第
��条
第

項

廃
止
届
出
書
又
は
変
更
届
出
書
の
受
理

古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
営
業
開
始
届
出

書
の
受
理

古
物
に
関
す
る
事
項
等
の
届
出
の
受
理

競
り
売
り
の
届
出
の
受
理

｢

｣
を

第
��条
第
�
項

管
理
者
の
解
任
の
勧
告

｢

｣

に
改
め
る
｡

第
��条
の
�
第

項
及
び

第
��条
の
�
第

項

第
��条
第
�
項

古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
の
認
定

管
理
者
の
解
任
の
勧
告

｢

｣
を

第
�
条

変
更
後
の
規
約
の
受
理

｢

｣

に
､

第
�
条

第
�
条

返
納
理
由
書
の
受
理

変
更
後
の
規
約
の
受
理

｢

｣

を
第
��条
第
�
項

行
商
従
業
者
証
等
を
承
認
し
た
様
式
等
の

公
示

｢

第
�
条
の
�
第

項

(第
�
の

��に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)

第
�
条
の
�
第

項

第
��条
第
�
項

認
定
し
た
旨
の
通
知
及
び
官
報
に
よ
る
公

示 認
定
申
請
書
の
受
理

行
商
従
業
者
証
等
を
承
認
し
た
様
式
等
の

官
報
に
よ
る
公
示



平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
印
刷

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

�
�

こ
の
規
則
は
､
平
成
��年

�
月
�
日
か
ら
施
行
す
る
｡

平成��年�月��日 第���	
号 ( )島 根 県 報 ��

｣

に
改
め
る
｡

第
�	条
の
��第

�
項

第
�	条
の
��第

�
項

第
�	条
の
��第


項

(第
�	の

��第

項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
｡
)

第
�	条
の
�
第

項

第
�	条
の
�
第

項

(第
�	の

��に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)

廃
止
届
出
書
等
の
受
理

認
定
申
請
書
の
受
理

認
定
取
消
し
の
官
報
に
よ
る
公
示

変
更
届
出
書
の
受
理

認
定
し
な
い
旨
の
通
知


